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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月24日(2014.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　架橋ポリビニルピロリドンと過酸化水素との複合体を含む過酸化物増白剤；
　ピロリン酸カルシウム、炭酸カルシウム、及びリン酸二カルシウムからなる群から選択
される研磨剤；
　歯石抑制薬；および
　実質的に無水のキャリヤー
を含む単相型口腔ケア組成物であって、
キャリヤーが、エチレンオキシド／プロピレンオキシドのコポリマーを含む、前記単相型
口腔ケア組成物。
【請求項２】
　研磨剤が炭酸カルシウムである、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　研磨剤がピロリン酸カルシウムである、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　研磨剤がリン酸二カルシウムである、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　歯みがき剤である、請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　歯石抑制薬が、ポリホスフェート、ヘキサメタリン酸塩、ポリオレフィンスルホネート
、及びこれらの２種以上の組み合わせから選択される剤である、請求項１～５のいずれか
１項に記載の組成物。
【請求項７】
　キャリヤー中のすべての水の濃度が、４％未満である、請求項１～６のいずれか１項に
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記載の組成物。
【請求項８】
　さらにラウリル硫酸ナトリウムとフッ化物源とを含む、請求項１～７のいずれか１項に
記載の組成物。
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